
『 民事信託の活用事例 』 

平成３１年１月２０日（日） 

 

司法書士法人・行政書士法人 芝トラスト 

司法書士・行政書士・ＣＦＰ 都 筑 崇 博  
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老いじたくあんしんねっと１月研修会 



講師自己紹介 
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都 筑 崇 博（つづき たかひろ） 
●司法書士法人・行政書士法人 芝トラスト 
  社員 司法書士・行政書士、ＣＦＰ、１級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士 
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昭和53年3月生まれ 
平成8年  東京都立小石川高等学校卒業 
平成12年 中央大学法学部卒業 
同年    安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入社 
       新潟支店にて法人営業、アパートローン営業に従事しながら、越後の日本酒の味を覚える。 
平成14年 プライベートアセットマネジメント部に異動。 
       上場企業オーナーのインサイダー取引回避のための「アセットマネジメントトラスト（有価証券 
       処分信託）」やオーダーメイド型運用商品「マイトラスト（単独運用指定金外信託）」といった信 
       託商品の開発、販売業務を行う。 
平成16年 コンサルティング部に異動。 
       主に未上場オーナー企業向けの事業承継対策や財務コンサルティング業務に従事。 
平成17年 セントラルスポーツ株式会社入社 
       その後、横浜の個人司法書士事務所勤務を経て 
平成19年 司法書士法人芝トラスト入社 
平成21年 行政書士法人芝トラスト設立。社員行政書士に就任。 
平成28年 司法書士法人芝トラスト 社員司法書士に就任。 
 
一般社団法人民事信託推進センター 会員 
一般社団法人民事信託士協会認定 民事信託士 
日本ＦＰ協会千葉支部 スタディグループ「ＳＧ柏の葉」代表 



  

 

● 民事信託を取り巻く現状 

税理士・司法書士等専門職が催すセミナー、 

新聞・雑誌・テレビ等マスコミ報道などから 

富裕層（地主やオーナー社長）のみならず、 

一般の方からも問い合わせが各方面に寄せられている。 

   

     

    なんでもっと早く教えてくれなかったのか等の 

    クレームになることも 
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●  商事信託と民事信託の比較 
【商事信託】 
 ・受託者 
   ➡ 金融庁から免許・登録を受けた信託銀行・信託会社 
 ・信託財産 
   ➡ 金銭、上場株式が中心 
 

【民事信託（家族信託）】 
 ・受託者 
   ➡ 家族または家族（本人）が出資する法人 
          ※現状弁護士や司法書士は受託者になれない 
 ・信託財産 
   ➡ 不動産（自宅含む）、未上場株式など 
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● 民事信託の主な担い手 
 

（１）税理士 ・・・ セミナー等を積極的に展開。 
（２）司法書士・・・ ここ数年の民事信託推進の中心的役割を果たす。 
           一般社団法人民事信託推進センター 
           一般社団法人家族信託普及協会 等の設立 
（３）弁護士 ・・・ 遅ればせながら、昨年研究会（各種信託契約書 
           のひな形作成）を弁護士会で立ち上げ。 
（４）行政書士・・・ 全国の有志で一般社団法人ファミリーアニマル 
           支援協会（ＦＡＳＡ）を立ち上げるなど、 
           ペット信託の分野で先進的役割。 
（５）ハウスメーカー・共同住宅の営業推進のため、積極的に提案。 
（６）銀行等 ・・・ 民事信託支援業務、信託預金口座の開設 
    【積極的な金融機関】 
     りそな、三井住友信託、横浜銀行、千葉銀行、広島銀行、栃木銀行、山口銀行、城南信金、 
     世田谷信金、西武信金 等 
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●  民事信託が活きるスキーム 

（１）高齢者の財産管理としての信託 
 

（２）法人－個人間の売買としての信託 
 

（３）次の次の代の信託 
 

（４）事業承継（自社株承継）としての信託 
 

（５）親なき後のための信託 
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＜事例１＞ 

・都内の自宅周辺にまとまった規模の土地を所有。 

 母、長男、長男の妻（母と養子縁組）の３人で 

 共有。 

・現在は貸駐車場としているが、いずれ再開発 

 したい。 

・現在は建築費が高騰しているため、東京オリン 

 ピック後から再開発をスタートさせたいが、 

 その時に母の状態がどうなっているか心配。 
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次
男 

長
女 

母・９０歳 

長男 長男の妻 

（養子縁組） 

３年後に再開発をスムーズに進めるためには 
どうすればよいでしょうか？ 



  

 

 ⇒認知症になると、不動産の売却等、資産の組換え、  

  借り入れ・担保提供等が非常に困難となる。 
 

 

＜従来の対策＞ 

① 贈与（精算課税制度を利用した贈与を含む） 
 ➡ 多額の贈与税、不動産取得税、登録免許税がかかり、現実的ではない 

② 任意後見制度 
 ➡ 後見人が再開発のための建築請負契約、借入、担保設定契約を行う 

   ことは困難。  
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そこで、信託スキームを利用をする！ 

＜①そもそも、なぜ対策が必要なのか？＞ 



委託者兼 
受益者 

 

 
 

母 

 

 
 

受託者 
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長男 

①信託契約 

持分９分の３ 母 
 
 

持分９分の４ 長男 
 
 
 

持分９分の２ 長男妻 

 持分９分の３ 
     受託者長男 

 
 

持分９分の４ 長男 
 
 
 

持分９分の２ 長男妻 

母持分全部移転 

【当事者】 

【土地の所有権】 

②  
受託者に管理・
運用・処分権限 

信託財産：土地・現金 
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＜②対策スキーム図＞ 
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＜③登記事項証明書の記載＞ 
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・ 高齢者の場合は公正証書で信託契約 
  を締結すべき。 

・ 認知症対策と言いながら、既に能力を 
   欠く状態での相談が多い。 
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＜④留意点＞ 

→ 意思能力がない（又は著しく低下している）場合は、信託契約を 
  締結できず、民事信託を利用することができない。 
 
  そのため、法定後見制度の利用を検討するしか方法がなくなるので、 
  意思能力が低下する前に検討をはじめることが不可欠。 
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任意後見制度（任意後見人） 民事信託（受託者） 

存続期間 
任意後見監督人選任 
 ～ 本人又は任意後見人の死亡まで 

始期も終期も自由に設定可能 

権限 

・財産管理 
・法律行為の代理 
（代理権が認められた行為に限る） 
・身上監護 

自由に権限付与が可能 
（一般的には管理・運用・処分） 

財産の積極的運用・
処分 

本人の利益のためにのみ支出することが求
められる。 
積極的な運用や合理的理由のない処分、本
人の財産減少行為となる生前贈与等は不可 

受託者の権限範囲内であれば、その責
任と判断において信託目的に沿って自
由に運用処分が可能。 
所有権が受託者に移るため、受託者が
売買や賃貸借の契約当事者となる。 

本人死亡後の手続き 

被後見人の死亡により後見業務が終了する
ため、相続人などに相続財産を引き継ぐの
み。死後事務は後見の対象外のため、別途
死後事務委任契約が必要。 

委託者死亡でも信託終了しない設計と
すれば、預金口座の凍結は生じること
なくスムーズに承継が可能。 

監督機関 
必ず就任する後見監督人による監督 
（報告義務あり） 

必須の機関はないが、信託監督人を置
くことは可能。 

存続期間中のコスト 契約書に記載の任意後見人への報酬の他、
後見監督人への報酬（月約１～３万円） 

無報酬も可能。 
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＜事例２＞ 

・都内に商業ビル２棟を所有するビルオーナー。 

・賃料収入が相当額あり、所得税は最高税率と 

 なっている。 

・そのため、資産管理会社を設立し、商業ビルを 

 資産管理会社で保有することで、賃貸収入にか 

 かる税負担を抑えることを税理士から提案され 

 ている。 

・しかし、不動産を資産管理会社に移転する際の 

 移転コスト負担が重く、二の足を踏んでいる。 
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賃料収入 

個人所有（所得税） 
 → 高税率 
 
法人所有（法人税） 
 → 低税率 

法人所有にしたいけど、
所有権移転のコストが
なあ・・・ 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=18277&sw=%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%BB%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%80%81%E3%83%93%E3%83%AB%E3%80%81%E4%BC%9A%E7%A4%BE


  

 

 メリット 
  ・所得税（高税率）と法人税（低税率）の差額による 
   キャッシュフロー（賃料収入手取額）の増大 
   
 デメリット 
  ・移転費用がかかる（登記費用・不動産取得税等） 
  ・売却代金が個人に入るため、相続税対策効果が薄まる 
  ・物件所有者変更に伴う入金口座・契約者変更手続き 
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信託を利用することで移転費用の低減が可能！ 
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＜①法人ー個人間売買を行う理由＞ 



委託者 
（父） 

受託者 
（父） 

当初受益者
（父） 

信託不動産 
（商業ビル） 

資産管理会社 

（長男） 

  

 

後継受託者   

①自己信託 

②
受
益
権
売
買 

新受益者  
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＜②対策スキーム図＞ 

http://www.irasutoya.com/2016/10/blog-post_25.html
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=18277&sw=%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%BB%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%80%81%E3%83%93%E3%83%AB%E3%80%81%E4%BC%9A%E7%A4%BE
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＜③登記事項証明書の記載＞ 
①自己信託 

②受益権売買 
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＜POINT＞ 
受益権売買が予め想定され
ている場合は、信託契約書
に受益権譲渡の同意不要条
項を入れることで、受益権
売買の登記をスムーズに行
うことが可能に。 
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建物（評価額１億円） 

登録免許税（２％） ２００万円 

不動産取得税（４％） ４００万円 

建物を売買した場合：合計６００万円 
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建物（評価額１億円） 

登録免許税（０．４％） ４０万円 

不動産取得税（４％） 非課税 

建物を信託した場合：合計４０万円 

差額：５６０万円！（約１５分の１） 

＜④売買と信託の比較＞ 



  １． 土地は原則として信託移転しない。 
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  ● 土地自体は収益を生まない 
  ●多額の不動産譲渡益課税が生じる場合がある 

  ３． 抵当債務が残っている不動産では、 
     金融機関との債務の取り扱いについて 
         の交渉が必要になる。   
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 ２．敷金相当額の金銭も信託財産とする。 

＜⑤留意点＞ 



  

 

父 

長女 

孫 
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長男 

× 
長男・長女には 
なるべく平等に 

長女亡き後は、長女の夫
ではなく直系の孫に財産
を引き継がせたいが・・ 

＜事例３＞ 

・東京郊外に住む地主。 

・自分の亡き後は二人の子供（長男・長女）に 

 なるべく平等に財産を与えたいと思っている。 

・一方、先祖代々承継してきた不動産について 

 は長男家に継いでもらいたい。 

・特に長女の夫側には財産をもっていかれたく 

 ないので、長女亡き後は、長女の財産は長男 

 家の孫に引き継がせたい。 
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子供なし 

何か良い方法はないでしょうか？ 



  

 

  ●父が遺言で「長女に相続させる。その後、長女が死んだら孫に相続 

   させる」と書いても無効であり、孫への相続は認められない。 

  ●長女が自ら「遺贈する」遺言を作成すればよいが、後から長女が 

   遺言を撤回する可能性がある。 
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① 1/2 

②（父の遺言では不可） 
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① 1/2 

長女 長男 

× 

孫 

父 

＜①遺言の場合＞ 
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長女 長男 

孫 

父 

信託なら孫への資産承継が可能！ 

委託者 兼 
当初受益者 

受託者 兼 
第２受益者 

第２受益者 

第３受益者 

①信託契約 
②父が亡くなったら受益権
は長男と長女が均等に取得 

③長女が亡くなったら
受益権は孫が取得 
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＜②信託を活用した場合＞ 



   １．信託期間に限りがある。 
   ● 信託開始から３０年経過後に新たに受益権を取得した受益者の死亡まで  
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 ２．遺留分の問題 
 

    ● 当初受益者の相続発生時には、第２受益者が取得した受益権は 
          遺留分減殺請求の対象となる（可能性が高い）。 
 

        ● 第２受益者以降の死亡時には遺留分の問題は生じないとする見解も 
   あるが、明確な判例の出ていない現段階では注意が必要。 

 

信託開始 ３０年 
信託終了 

当初受益者 父 第２受益者 長女 

死亡 第３受益者には 
承継されない 

３０年経過後は１代限りの承継 
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＜③留意点＞ 
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＜事例４＞ 

・業績好調な電子部品金型製造会社のオーナー。 

・今般相談役に退くこととなり、役員退職金が 

 支払われたことから、一時的に会社の株価が 

 低くなっている。 

・この株価が低いタイミングで、保有する自社 

 株式を長男に贈与してしまいたいが、長男は 

 まだ３０代と若いので、議決権はしばらくの 

 間、自分が確保しておきたい。 

 

オーナー 
（相談役） 

長男 
（取締役経営企画室長） 

株は贈与したいが
議決権はまだ早い
なあ・・・ 

種類株式を利用することは聞いたことがある
が、他に何か良い方法はないでしょうか？ 
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オーナー 
拒否権付１株 

① 発行済株式１００株のうち１株だけ拒否権付株式に転換 
 
② 残りの９９株は長男へ相続時精算課税制度により移転 
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① 
オーナー 
普通100株 

オーナー 
普通99株 

長男 
普通99株 

② 

＜①種類株式（拒否権付株式）を利用した対策＞ 
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オーナー 
１株につき１
万個の議決権 

① 定款変更により、属人的株式を導入 
  （オーナーの所有する株式は１株につき１万個の議決権） 
 
② オーナーに１株残し、９９株は長男へ相続時精算課税制度により移転 
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① 

オーナー 
普通100株 

オーナー 
普通99株 

長男 
普通99株 

② 

＜②属人的株式（会社法第109条2項の株主ごとに異なる取扱）を利用した対策＞ 
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http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=18277&sw=%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%BB%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%80%81%E3%83%93%E3%83%AB%E3%80%81%E4%BC%9A%E7%A4%BE


委託者 
（オーナー） 

受益者 
（長男） 

受託者 
（オーナー） 

 

 
 

① 
自社株を自己信託 

② 
受益者を長男とする
ことで財産権が移転 

税務上は適正な対価の授受がなければ信託設定時に委託者から受益者
に贈与があったものとされ、受益者に贈与税が課せられる。 
（相続時精算課税制度の利用も可） 
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議決権は受託者が行使 

財産権は受益者に移転 
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＜③信託を活用した場合＞ 
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メリット デメリット 

種類株式 
（拒否権） 

・通常業務は後継者に意思決定 
 させられる 
 

・株主総会決議が必要 
・登記されるため、対外的には 
 後継者に実権がないと思われ 
 る可能性がある 

属人的株式 ・登記が不要なので、対外的に 
 内容がわからない 

・株主総会決議が必要 
・決議要件が重い（頭数の半数 
 以上で議決権の４分の３以上） 
・定款を見ないと内容がわからな 
 いので、管理体制が重要になる 

自社株信託 

・株主間のみの契約で手続きが 
 完結するため、会社側に負担 
 がかからない 
・信託期間や信託終了事由を当 
 事者の自由に決められる 

・会社からの配当は受託者である 
 オーナーに入るため、配当事務 
 が煩雑になる 
・事業承継税制の納税猶予制度が 
 使えない 
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＜④種類株と信託の比較＞ 



  

 

相談者（７５歳） 
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娘（４５歳） 
被後見人 

× 

相談者の死後は、娘には相続人が
いないため、娘の死後の残余財産
は国庫に帰属してしまう・・・。 

＜事例５＞ 

・相談者は７５歳の年金暮らし。 

・知的障がいのある４５歳の娘がおり、成年後 

 見人として司法書士が選任されている。 

・自分の死後の娘の生活に不安を感じている。 

 また、娘には相続人がいないため、娘が亡く 

 なった後の残余の財産は、娘が入居する施設 

 （社会福祉法人）に寄付したいと考えている。 
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娘は遺言書を作成することができないため、施設に 
財産を寄付することはできないのでしょうか？ 
 

成年後見人 
（司法書士） 



委託者兼 
当初受益者 
（相談者） 

第２受益者 
（娘） 

受託者 
（親戚） 

 

 
 

① 
金銭を信託 

② 
相談者の死後は
受益者を娘に 
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必要資金を交付して 
成年後見人が管理 

成年後見人 
（司法書士） 

③ 
信託終了時の帰属権利者
を施設(社会福祉法人)に 

帰属権利者 
（社会福祉法人） 
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＜①対応スキーム＞ 



  

 

相談者 
・委託者 
・生命保険の保険契約者 
 兼被保険者 
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娘 
・受益者 

【みずほ信託銀行の「想いの定期便（生命保険信託）」】 

保険会社 

みずほ信託銀行 
金銭債権 

（死亡保険金 
請求権）信託 

①生命保険契約締結 

②信託契約締結 

③保険金受取人を 
 みずほ信託銀行に 
 変更 

④相続発生後死亡 
 保険金を請求 

⑤死亡保険金交付 

金銭信託 

⑥死亡保険金で金銭信託を設定 

⑦定時定額払い 

⑧残余財産交付 
社会福祉法人 
・帰属権利者 

34 
※みずほ信託銀行商品説明書より一部抜粋 

＜②参考：商事信託の対応商品＞ 
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民事信託が今後ますます普及していくには 
 ⇒正しく使われることが重要 
 
 ①「まず信託ありき」の考えは捨てる 
 
 ②他の制度との比較検討を行う 
 
 ③税務の専門家と一体となり、長い年月に 
   耐えられる信託の構築を目指す 
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ご清聴いただき、ありがとうございました。 

36 
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